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 「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置につい

て」（令和３年12月17日付財計第4803号）第２（１）及び（２）に定める率に

ついて 

 

標記について、「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対す

る加点措置について」（令和３年12月17日付財計第4803号）第２（１）及び

（２）に定める率について」（令和３年12月17日付財計第4804号）で通知され

ているところですが、「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に

対する加点措置について」（令和３年12月17日付財計第4803号）第２（１）及

び（２）に定める率について」（令和６年12月18日付財務省法規課長事務連

絡）が発出され、令和７年において、当該率の改定は行わない旨連絡があった

ので周知いたします。 

なお、当該事務連絡を受け、「総合評価落札方式における賃上げを実施する

企業に対する加点措置について」（令和３年 12 月 24 日付国官会第 16409 号、

国官技第 243 号、国営管第 528 号、国営計第 150 号、国港総第 526 号、国港技

第 65 号、国空予管第 677 号、国空空技第 381 号、国空交企第 210 号、国北予第

47 号）の別紙２、７の１、７の２の評価基準に示す率について変更はございま

せん。 




